
　農地中間管理事業の推進に関する法律と農地行政関係法令業務の適正・的確な遂行並びに地域農業の振興の
ため、農林水産業・地域の活力創造プランの活用を市並びに関係機関・団体との連携の下、地域の実情に即し
た活動を展開する。

　事業方針に基づいて、次のとおり審議するとともに、各部会において年間事業計画を策定して活動を展開する。

　　  　会議の開催

定例総会　　　　　　　月1回
農地等調査委員会　　月1回（定例総会前に開催）
新規就農計画調査会　必要に応じて

　　　  農地調整部会

　農地制度の適正な執行のため、遊休農地の解消対策や農業用施設用地の目的外使用も含めた無断転
用並びに農地の適正な利用状況の監視及び指導を主体とした活動を展開する。
○　農地パトロール
　・遊休農地の現地調査及び当該農地権利者への利用意向調査の実施
　・無断転用地の調査及び農地権利者への個別指導の実施
　・新規取得農地等の管理状況等現地調査及び不適切管理農地に対する個別指導の実施
○　農業振興地域整備に関する法律の適正な運用
　・農振農用地区域内にある農業用施設の現地調査の実施

　　　  農政推進部会

　就業の場並びに多様な担い手の確保に向け、新規就
農者支援や人・農地プランの推進など関係機関・団体
と連携した活動を主体に展開する。
○　担い手、認定農業者の確保・育成
　・市内農業者と市及び農業関係機関・団体等との意
　　見交換会の開催
○　委員会活動の円滑化及び適正化に向けた各種研修
　　会の開催
　・委員会視察研修事業
　・農業者年金研修会

　　　  情報活動部会

　農業委員会活動をはじめ、農地行政にかかる関係法
令業務の適正な執行のため、各種情報の提供を主体と
した活動を展開する。
○　農業委員会広報「さわやか」の発行
○　女性農業者への活動支援
　女性の視点で行う市農業施策との連携及び地域活性
化等の活動を支援する。

　平成27年度活動方針並びに事業計画について、４月30日開催の農業委員会総会で承認されました。この活動方

針並びに事業計画に際して、平成27年３月16日から４月16日までの間、市民のみなさんから意見等募集（パブ

リックコメント）を経て策定いたしました。(意見等募集結果　意見なし）

農業委員会活動方針並びに事業計画決定農業委員会活動方針並びに事業計画決定平成２7年度平成２7年度

１　活動方針

２　事業計画

８月は農地パトロール
強化月間です！

８月は農地パトロール
強化月間です！

現地調査も行います！
※農業委員会では、「農地パトロール」を実施
し、「無断転用」や「遊休農地」の防止に努め
ています。
　　大切な農地を後世のために守りましょ
う！農地を農地以外に利用する場合は、必
ず転用許可や届出が必要ですのでご注意く
ださい。また、当月は所有権移転された農
地について、作付け状況の現地調査も行い
ます。

※農地（田・畑）の売買・贈与等を行う場合
は、地元の農業委員にご相談ください。秘
密は堅く守られます。
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